
瀬戸市告示第２９号 

瀬戸市議会６月定例会を次のとおり招集する。  

令和元年６月７日 

瀬戸市長  伊 藤 保 德 

１ 日  時  令和元年６月１４日 午前１０時  

２ 場  所  瀬戸市議会議事堂

○写  



議 案 一 覧 表 

第 ３ 号 議 案  消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関  

係条例の整備に関する条例の制定について   ······· １ 

第 ４ 号 議 案  瀬戸市手数料徴収条例の一部改正について  ····· ２８ 

第 ５ 号 議 案  瀬戸市火災予防条例の一部改正について   ······· ３０ 

第 ６ 号 議 案  瀬戸市災害弔慰金の支給等に関する条例の一  

部改正について  ····························· ３２ 

第 ７ 号 議 案  瀬戸市附属機関設置条例の一部改正について  ····· ３４ 

第 ８ 号 議 案  瀬戸市介護保険条例の一部改正について   ······· ３６ 

第 ９ 号 議 案  瀬戸市児童遊園設置条例の一部改正について  ····· ３８ 

第１０号議案  瀬戸市青少年問題協議会設置条例の廃止につ  

いて ········································· ３９ 

第１１号議案  東山小学校大規模改修（建築）工事請負契約  

の締結について  ····························· ４０ 

第１２号議案  瀬戸市立にじの丘小学校及び瀬戸市立にじの  

丘中学校用備品一式の買入れについて   ········· ４２ 

第１３号議案   瀬戸蔵条例の一部改正について   ··············· ４９ 

第１４号議案  瀬戸蔵ミュージアムの設置及び管理に関する  

条例の一部改正について   ····················· ５３ 

第１５号議案  瀬戸市文化ホール天井及び外壁改修（建築）  

工事請負契約の締結について  ················· ５６ 

第１６号議案  市道路線の認定について   ····················· ５８ 

第１７号議案  グレーチング跳ね上げによる車両損傷事故に  

係る損害賠償の額の決定及び和解について  ······· ６１ 

第１８号議案  令和元年度瀬戸市一般会計補正予算（第３号）  ··· 別冊 



第１９号議案  令和元年度瀬戸市介護保険事業特別会計補正  

予算（第１号）  ····························· 別冊 

第２０号議案  令和元年度瀬戸市水道事業会計補正予算（第 

１号）  ······································· 別冊 

同 意 第 ２ 号  瀬戸市副市長の選任について   ················· 別途 

同 意 第 ３ 号  瀬戸市公平委員会委員の選任について  ········· 別途 

報 告 第 ２ 号  平成３０年度瀬戸市一般会計予算繰越明許費  

の繰越しについて   ··························· 別紙 

報 告 第 ３ 号  平成３０年度瀬戸市一般会計予算継続費の繰  

越しについて  ································· 別紙 

報 告 第 ４ 号  平成３０年度瀬戸市一般会計予算事故繰越し  

について  ····································· 別紙 

報 告 第 ５ 号  平成３０年度瀬戸市下水道事業特別会計予算  

繰越明許費の繰越しについて   ················· 別紙 

報 告 第 ６ 号  平成３０年度瀬戸市下水道事業特別会計予算  

事故繰越しについて  ························· 別紙 

報 告 第 ７ 号  平成３０年度瀬戸市介護保険事業特別会計予  

算繰越明許費の繰越しについて   ··············· 別紙 

報 告 第 ８ 号  平成３０年度瀬戸市水道事業会計予算の繰越  

しについて  ································· 別紙 

報 告 第 ９ 号  平成３０年度瀬戸市水道事業会計予算継続費  

の繰越しについて   ··························· 別紙 

報告第１０号  専決処分の報告について   ····················· 別紙 

 

 



 

１ 

 

元年市長提出第３号議案  

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する

条例の制定について  

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する条例

を次のように定めるものとする。  

令和元年６月１４日提出 

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関する

条例 

（瀬戸市財産条例の一部改正）  

第１条 瀬戸市財産条例（昭和３９年瀬戸市条例第１２号）の一部を次の

ように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（行政財産の目的外使用に係る使用料） （行政財産の目的外使用に係る使用料） 

第１０条 法第２３８条の４第７項の規定により

許可を受けて行政財産を供用する者は、次に定

める額の使用料を納入しなければならない。 

第１０条 法第２３８条の４第７項の規定により

許可を受けて行政財産を供用する者は、次に定

める額の使用料を納入しなければならない。 

⑴ 土地の使用に係る使用料の額は、年額によ

るものにあっては当該土地の近傍類似地の固

定資産評価額より算出される固定資産税課税

標準額に１００分の５を乗じて得た額、月額

によるものにあっては年額による使用料の額

の１２分の１に相当する額、日額によるもの

にあっては年額による使用料の額の３６５分

の１に相当する額。ただし、当該土地の使用

期間が１月未満の場合は、当該算出した額に

１００分の１１０を乗じて得た額 

⑴ 土地の使用に係る使用料の額は、年額によ

るものにあっては当該土地の近傍類似地の固

定資産評価額より算出される固定資産税課税

標準額に１００分の５を乗じて得た額、月額

によるものにあっては年額による使用料の額

の１２分の１に相当する額、日額によるもの

にあっては年額による使用料の額の３６５分

の１に相当する額。ただし、当該土地の使用

期間が１月未満の場合は、当該算出した額に

１００分の１０８を乗じて得た額 



 

２ 

 

⑵ 建物（建物に附随した土地を含む。）の使

用に係る使用料の額は、年額によるものにあ

っては当該建物の適正な評価額に１００分の

１０を乗じて算出した額に１００分の１１０

を乗じて得た額、月額によるものにあっては

年額による使用料の額の１２分の１に相当す

る額、日額によるものにあっては年額による

使用料の額の３６５分の１に相当する額 

 ⑵ 建物（建物に附随した土地を含む。）の使

用に係る使用料の額は、年額によるものにあ

っては当該建物の適正な評価額に１００分の

１０を乗じて算出した額に１００分の１０８

を乗じて得た額、月額によるものにあっては

年額による使用料の額の１２分の１に相当す

る額、日額によるものにあっては年額による

使用料の額の３６５分の１に相当する額 

 ⑶及び⑷ ＜省略＞  ⑶及び⑷ ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 
  

（瀬戸市スポーツ施設条例の一部改正）  

第２条 瀬戸市スポーツ施設条例（昭和４５年瀬戸市条例第３０号）の一

部を次のように改正する。  

別表第２及び別表第３を次のように改める。  

別表第２（第５条関係）  

施設 区分 単位 金額 

窯神グラウンド、陶

祖グラウンド及び南

ヶ丘運動広場 

１月から３月まで、１１月及

び１２月 

午前６時から午前９時まで 円 

５５０ 

午前９時から正午まで １，６５０ 

正午から午後３時まで １，６５０ 

午後３時から午後６時まで ５５０ 

４月から１０月まで 午前６時から午前９時まで ８２０ 

午前９時から正午まで １，６５０ 

正午から午後３時まで １，６５０ 

午後３時から午後６時まで １，６５０ 

北グラウンド １月から３月まで、１１月及

び１２月 

午前６時から午前９時まで ８８０ 

午前９時から正午まで ２，６４０ 

正午から午後３時まで ２，６４０ 

午後３時から午後６時まで ８８０ 

４月から１０月まで 午前６時から午前９時まで １，３２０ 

午前９時から正午まで ２，６４０ 

正午から午後３時まで ２，６４０ 



 

３ 

 

午後３時から午後６時まで ２，６４０ 

南公園グラウンド １月から３月まで、１１月及

び１２月 

午前６時から午前９時まで ８８０ 

午前９時から正午まで ２，６４０ 

正午から午後３時まで ２，６４０ 

午後３時から午後６時まで ８８０ 

４月から１０月まで 午前６時から午前９時まで １，３２０ 

午前９時から正午まで ２，６４０ 

正午から午後３時まで ２，６４０ 

午後３時から午後６時まで ２，６４０ 

午後６時から午後９時まで ２，６４０ 

市民公園野球場 １月から３月まで、１１月及

び１２月 

午前６時から午前９時まで １，１００ 

午前９時から正午まで ３，３００ 

正午から午後３時まで ３，３００ 

午後３時から午後６時まで １，１００ 

４月から１０月まで 午前６時から午前９時まで １，６５０ 

午前９時から正午まで ３，３００ 

正午から午後３時まで ３，３００ 

午後３時から午後６時まで ３，３００ 

午後６時から午後９時まで ３，３００ 

北テニスコート、市

民公園Ａテニスコー

ト、市民公園Ｂテニ

スコート及び南ヶ丘

テニスコート 

１面につき 午前７時から午前９時まで ４４０ 

午前９時から午前１１時まで ４４０ 

午前１１時から午後１時まで ４４０ 

午後１時から午後３時まで ４４０ 

午後３時から午後５時まで ４４０ 

午後５時から午後７時まで ４４０ 

午後７時から午後９時まで ４４０ 

市民公園プール 個人使用１人

１回につき 

一般 午前９時から午後５時まで ２２０ 

高校生 午前９時から午後５時まで １１０ 

小学生及び中

学生 

午前９時から午後５時まで ５０ 

団体使用（２０人以上で使用

する場合をいう。）１人１回

につき 

個人使用の金額から１０分の１の額を減じた額 

市民公園武道館 剣道場 １面につき 午前９時から正午まで １，１００ 

正午から午後３時まで １，１００ 



 

４ 

 

午後３時から午後６時まで １，１００ 

午後６時から午後９時まで １，１００ 

個人使用１人

１回につき 

午前９時から正午まで １６０ 

正午から午後３時まで １６０ 

午後３時から午後６時まで １６０ 

午後６時から午後９時まで １６０ 

柔道場 １面につき 午前９時から正午まで １，１００ 

正午から午後３時まで １，１００ 

午後３時から午後６時まで １，１００ 

午後６時から午後９時まで １，１００ 

個人使用１人

１回につき 

午前９時から正午まで １６０ 

正午から午後３時まで １６０ 

午後３時から午後６時まで １６０ 

午後６時から午後９時まで １６０ 

市民公園弓道場 個人使用１人１回につき 午前９時から正午まで １１０ 

正午から午後３時まで １１０ 

午後３時から午後６時まで １１０ 

午後６時から午後９時まで １６０ 

専用使用 午前９時から正午まで ２，２００ 

正午から午後３時まで ２，２００ 

午後３時から午後６時まで ２，２００ 

午後６時から午後９時まで ３，３００ 

市民公園陸上競技場 団体使用 ２０人以上５

０人以下 

午前９時から午後１時まで １，１００ 

午後１時から午後５時まで １，１００ 

午後５時から午後７時まで ４４０ 

５１人以上１

００人以下 

午前９時から午後１時まで ２，２００ 

午後１時から午後５時まで ２，２００ 

午後５時から午後７時まで ８８０ 

１０１人以上 午前９時から午後１時まで ３，３００ 

午後１時から午後５時まで ３，３００ 

午後５時から午後７時まで １，３２０ 

個人使用１人１回につき 午前９時から午後７時まで １１０ 

専用使用 午前９時から午後１時まで ４，１２０ 

午後１時から午後５時まで ４，１２０ 

午後５時から午後７時まで １，６５０ 



 

５ 

 

瀬

戸

市

体

育

館

及

び

瀬

戸

市

第

二

体

育

館 

第１競技場   午前９時から午前１１時まで ２，２００ 

午前１１時から午後１時まで ２，２００ 

午後１時から午後３時まで ２，２００ 

午後３時から午後５時まで ２，２００ 

午後５時から午後７時まで ４，４００ 

午後７時から午後９時まで ４，４００ 

第２競技場   午前９時から午前１１時まで １，１００ 

午前１１時から午後１時まで １，１００ 

午後１時から午後３時まで １，１００ 

午後３時から午後５時まで １，１００ 

午後５時から午後７時まで ２，２００ 

午後７時から午後９時まで ２，２００ 

第３競技場   午前９時から午前１１時まで １，７６０ 

午前１１時から午後１時まで １，７６０ 

午後１時から午後３時まで １，７６０ 

午後３時から午後５時まで １，７６０ 

午後５時から午後７時まで ３，５２０ 

午後７時から午後９時まで ３，５２０ 

会議室 １室につき 午前９時から午前１１時まで ５５０ 

午前１１時から午後１時まで ５５０ 

午後１時から午後３時まで ５５０ 

午後３時から午後５時まで ５５０ 

午後５時から午後７時まで １，１００ 

午後７時から午後９時まで １，１００ 

バスケットボー

ルコート 

１面につき 午前９時から午前１１時まで １，４３０ 

午前１１時から午後１時まで １，４３０ 

午後１時から午後３時まで １，４３０ 

午後３時から午後５時まで １，４３０ 

午後５時から午後７時まで ２，７５０ 

午後７時から午後９時まで ２，７５０ 

バレーボールコ

ート 

１面につき 午前９時から午前１１時まで １，１１０ 

午前１１時から午後１時まで １，１１０ 

午後１時から午後３時まで １，１１０ 

午後３時から午後５時まで １，１１０ 

午後５時から午後７時まで １，８９０ 



 

６ 

 

午後７時から午後９時まで １，８９０ 

バドミントンコ

ート 

１面につき 午前９時から午前１１時まで ６５０ 

午前１１時から午後１時まで ６５０ 

午後１時から午後３時まで ６５０ 

午後３時から午後５時まで ６５０ 

午後５時から午後７時まで ９３０ 

午後７時から午後９時まで ９３０ 

卓球台 １台につき 午前９時から午前１１時まで ３３０ 

午前１１時から午後１時まで ３３０ 

午後１時から午後３時まで ３３０ 

午後３時から午後５時まで ３３０ 

午後５時から午後７時まで ５５０ 

午後７時から午後９時まで ５５０ 

トレーニングル

ーム 

１人１回につき 午前９時から午後９時まで １１０ 

１人１月につき 午前９時から午後９時まで １，６５０ 

南ヶ丘野球場 １月から３月まで、１１月及

び１２月 

午前６時から午前９時まで １，１００ 

午前９時から正午まで ３，３００ 

正午から午後３時まで ３，３００ 

午後３時から午後６時まで １，１００ 

４月から１０月まで 午前６時から午前９時まで １，６５０ 

午前９時から正午まで ３，３００ 

正午から午後３時まで ３，３００ 

午後３時から午後６時まで ３，３００ 

備考 ＜省略＞  

別表第３（第５条関係）
 

施設 区分 単位 金額 備考 

南公園グラウンド 夜間照明設備 最初の１時間まで 円 

６，６００ 

利用期間は、４月から１０

月までとし、点灯時間は、

午後６時から午後９時まで

の間とする。 

以後３０分ごと ３，３００ 

市民公園野球場 夜間照明設備 最初の１時間まで ８，８００ 

以後３０分ごと ４，４００ 

市民公園Ａテニスコ

ート 

夜間照明設備 １面につき１時間

ごと 

４４０ 

瀬戸市体育館第１ 照明設備 半面につき２時間 １，１００ 午前９時から午後５時まで



 

７ 

 

競技場 ごと の間に点灯する場合に適用

する。 

希望者の申出によって点灯

するものとし、点灯に係る

施設に他の使用者がある場

合でも使用料は、申し出た

者が負担するものとする。 

瀬戸市体育館第２

競技場 

照明設備 半面につき２時間

ごと 

５５０ 

瀬戸市第二体育館 照明設備 半面につき２時間

ごと 

８８０ 

瀬戸市体育館及び

瀬戸市第二体育館 

体操器具 １種目につき １１０ 別表第２の単位欄の時間区

分ごとに設備器具使用料を

納めるものとする。 

電光式得点掲示器 一式につき ５５０ 

仮設舞台 一式につき ４４０ 

舞台用照明器具 一式につき １,１００ 

放送設備 一式につき ５５０ 

マイクロフォン １本につき １１０ 

折りたたみ椅子 １個につき １０ 

机 １個につき ２０ 

フロアーシート １枚につき １０ 

（瀬戸市立学校体育施設使用料条例の一部改正）  

第３条 瀬戸市立学校体育施設使用料条例（平成１４年瀬戸市条例第２２

号）の一部を次のように改正する。  

別表を次のように改める。  

別表（第２条関係）  

施設 単位 金額 

小学校屋内運動場 １時間につき ２１０円 

中学校屋内運動場 １時間につき ３１０円 

中学校柔剣道場 １時間につき ５０円 

中学校校庭 ３０分につき １，３６０円 

（瀬戸市定光寺野外活動センター条例の一部改正）  

第４条 瀬戸市定光寺野外活動センター条例（昭和６０年瀬戸市条例第７

号）の一部を次のように改正する。  

別表第１及び別表第２を次のように改める。  

別表第１（第５条関係）  



 

８ 

 

区分 金額 

団体 一般 

キャンプ場 テント場 常設テント、移動テント、持ち込みテ

ント各１張１回につき 

円 

４４０ 

円 

８８０ 

炊飯場 １人１回につき １１０ ２２０ 

営火場 １人１回につき ５０ １１０ 

集会室 第１集会室 午前９時～午後１時 ５５０ １,１００ 

午後１時～午後５時 ５５０ １,１００ 

午後５時～午後９時 ５５０ １,１００ 

午後９時～翌日午前９時 ５５０ １,１００ 

第２集会室 午前９時～午後１時 ５５０ １,１００ 

午後１時～午後５時 ５５０ １,１００ 

午後５時～午後９時 ５５０ １,１００ 

午後９時～翌日午前９時 ５５０ １,１００ 

第３集会室 午前９時～午後１時 ５５０ １,１００ 

午後１時～午後５時 ５５０ １,１００ 

午後５時～午後９時 ５５０ １,１００ 

午後９時～翌日午前９時 ５５０ １,１００ 

第４集会室 午前９時～午後１時 ５５０ １,１００ 

午後１時～午後５時 ５５０ １,１００ 

午後５時～午後９時 ５５０ １,１００ 

午後９時～翌日午前９時 ５５０ １,１００ 

会議室 午前９時～午後１時 ５５０ １,１００ 

午後１時～午後５時 ５５０ １,１００ 

午後５時～午後９時 ５５０ １,１００ 

研修室 研修室１ 午前９時～午後１時 ５５０ １,１００ 

午後１時～午後５時 ５５０ １,１００ 

午後５時～午後９時 ５５０ １,１００ 

午後９時～翌日午前９時 ５５０ １,１００ 

研修室２ 午前９時～午後１時 ５５０ １,１００ 

午後１時～午後５時 ５５０ １,１００ 

午後５時～午後９時 ５５０ １,１００ 

午後９時～翌日午前９時 ５５０ １,１００ 

研修室３ 午前９時～午後１時 ５５０ １,１００ 

午後１時～午後５時 ５５０ １,１００ 



 

９ 

 

午後５時～午後９時 ５５０ １,１００ 

午後９時～翌日午前９時 ５５０ １,１００ 

身障者室 午前９時～午後１時 ５５０ １,１００ 

午後１時～午後５時 ５５０ １,１００ 

午後５時～午後９時 ５５０ １,１００ 

午後９時～翌日午前９時 ５５０ １,１００ 

浴室 １人１回につき ５０ １１０ 

炊飯室 １人３時間につき １１０ ２２０ 

食堂 １人３時間につき ５０ １１０ 

備考 ＜省略＞  

別表第２（第５条関係）  

区分 単位 金額 

炊飯セット 一式１回につき 円 

３３０ 

飯ごう １個１回につき ５０ 

なべ １個１回につき ５０ 

やかん １個１回につき ５０ 

寝具 一式１回につき ２４０ 

備考 ＜省略＞  

（尾張東部（瀬戸）地域文化広場の管理に関する条例の一部改正）  

第５条 尾張東部（瀬戸）地域文化広場の管理に関する条例（昭和５７年

瀬戸市条例第２５号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

（入館料） （入館料） 

第１２条 ＜省略＞ 第１２条 ＜省略＞ 

２ 入館料の額は、１人１回につき１１０円（２

０人以上の団体にあっては、８０円）とする。

ただし、次に掲げる者は、無料とする。 

２ 入館料の額は、１人１回につき１００円（２

０人以上の団体にあっては、８０円）とする。

ただし、次に掲げる者は、無料とする。 

⑴から⑹まで ＜省略＞ ⑴から⑹まで ＜省略＞ 
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３ ＜省略＞ ３ ＜省略＞ 
  

別表第２及び別表第３を次のように改める。  

別表第２（第５条関係）  

区分 金額 

午前 午後 夜間 全日 繰上・延長時間 

9時～12

時 

13時～1

7時 

18時～2

1時30分 

9時～21

時30分 

8時30分

～9時 

12時～1

3時 

17時～1

8時 

21時30

分以降

(1時間

につき) 

文

化

ホ

ー

ル 

ホ

ー

ル 

舞台練習及

び催物準備

のため使用

する場合 

平日 円 

7,700 

円 

11,550 

円 

14,630 

円 

29,260 

円 

2,640 

円 

3,300 

円 

3,630 

円 

5,390 

土曜日、日曜日及

び祝日 

10,780 16,170 20,570 41,140 3,740 4,620 5,170 7,590 

その他の場

合 

平日 25,740 38,610 48,840 97,790 ― 11,110 12,540 18,040 

土曜日、日曜日及

び祝日 

35,970 54,010 68,200 136,400 ― 15,510 17,600 25,300 

楽屋 楽屋第1号 1,210 1,870 2,420 4,840 440 440 550 880 

楽屋第2号 550 990 1,210 2,530 220 220 330 440 

楽屋第3号 990 1,540 1,870 3,850 330 330 440 770 

楽屋第4号 990 1,540 1,870 3,850 330 330 440 770 

リハーサル室 第1リハーサル室 2,090 3,300 4,070 8,140 770 880 990 1,540 

第2リハーサル室 990 1,540 1,870 3,850 330 330 440 770 

第3リハーサル室 550 990 1,210 2,530 220 220 330 440 

文

化

交

流

館 

会議室 第11会議室 1,210 1,650 1,870 4,290 330 440 440 770 

第12会議室 1,760 2,530 2,860 6,490 440 770 770 990 

第13会議室 1,210 1,650 1,870 4,290 330 440 440 770 

第21会議室 1,540 2,200 2,530 5,610 440 550 770 990 

第22会議室 3,520 4,730 5,500 12,430 990 1,540 1,540 1,980 

第31会議室 5,500 7,260 8,580 19,360 1,540 2,420 2,420 3,190 

第32会議室 880 1,320 1,650 3,300 220 330 440 550 

和室 2,530 3,850 4,840 9,680 880 990 1,210 1,760 

ギャラリー 1,210 1,650 1,870 4,290 330 440 440 770 

茶室 1,760 2,640 3,410 6,930 550 770 880 1,210 
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備考 ＜省略＞

別表第３（第５条関係）  

区分 単位 金額 

文化ホール 舞台関係附属

設備 

オーケストラピット １基 円 

8,360 

音響反射板 １式 6,380 

中せり １基 1,210 

小せり １基 990 

合唱台 １台 770 

所作台 １式 8,360 

平台 １台 220 

金びょうぶ １双 1,210 

銀びょうぶ １双 1,210 

長座布団 １枚 130 

高座布団 １枚 130 

ひもうせん １枚 160 

浅黄幕 １枚 550 

しゃ幕 １枚 550 

地がすり １枚 550 

上敷 １枚 220 

指揮台 １台 220 

譜面台 １台 50 

譜面灯 １個 50 

演台（花台付） １式 990 

司会者卓 １台 220 

大太鼓 １式 550 

鳥屋囲 １式 550 

雪かご １式 330 

机 １脚 50 

いす １脚 20 

移動式黒板 １台 220 

移動式掲示板 １台 220 

ＤＶＤプレーヤー １台 1,210 

液晶プロジェクター １台 1,870 
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ビデオデッキ １台 1,210 

スクリーン １式 1,210 

音響関係附属

設備 

フルコンサートピアノ（Ａ） １台 7,700 

フルコンサートピアノ（Ｂ） １台 5,060 

セミコンサートピアノ １台 3,850 

アップライトピアノ １台 1,870 

ティンパニー １式 2,530 

バスドラム １台 550 

拡声装置 １式 3,190 

マイクロフォン（コンデンサー） １本 1,210 

マイクロフォン（ダイナミック） １本 990 

ワイヤレスマイクロフォン １本 1,540 

つりマイクロフォン １式 1,210 

エレベーターマイク １基 1,210 

カセットテープレコーダー １台 1,210 

ＭＤレコーダー １台 1,210 

ＣＤプレーヤー １台 1,210 

残響付加装置 １式 3,190 

移動用音響調整卓（Ａ） １台 3,850 

移動用音響調整卓（Ｂ） １台 1,210 

跳ね返りスピーカー １台 550 

ステージスピーカー １台 1,870 

照明関係附属

設備 

サスペンションライト １列 1,870 

ボーダーライト １列 1,210 

アッパーホリゾントライト １式 2,530 

ロアーホリゾントライト １式 1,210 

シーリングライト １式 3,850 

フロントサイドライト １式 4,400 

スポットライト（１キロワット） １基 270 

スポットライト（５００ワット） １基 220 

パーライト １基 330 

フットライト １列 880 

花道フットライト １列 330 

ミラーボール １基 550 

ストリップライト １本 270 
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トーメンタルライト １式 2,530 

第１タワーライト １式 3,040 

第２タワーライト １式 3,040 

ピンスポットライト（２キロワット） １基 990 

コンダクタースポットライト １基 550 

エフェクトマシン １基 1,210 

カッターライト １基 550 

スモークマシン １台 2,530 

先玉（元玉付） １個 220 

種板 １枚 110 

電源設備 １キロワット 220 

文化交流館 拡声装置 １式 990 

液晶プロジェクター（スクリーン付） １台 1,870 

ビデオデッキ １台 1,210 

ＤＶＤプレーヤー １台 1,210 

移動用スクリーン １式 550 

テレビモニター １台 550 

移動ステージ（第３１会議室用・和室用） １式 550 

パネル １枚 110 

演台 １式 330 

茶道具 １式 1,210 
 

備考 ＜省略＞

（瀬戸市新世紀工芸館条例の一部改正）  

第６条 瀬戸市新世紀工芸館条例（平成１１年瀬戸市条例第７号）の一部

を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（使用料等）  （使用料等） 

第７条 施設等の使用の許可を受けた者（以下「使

用者」という。）は、次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める額の研修費又は使用料

第７条 施設等の使用の許可を受けた者（以下「使

用者」という。）は、次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める額の研修費又は使用料



 

１４ 

 

（以下「使用料等」という。）を納付しなけれ

ばならない。 

（以下「使用料等」という。）を納付しなけれ

ばならない。 

⑴ 研修費は、研修生１人当たり月額２０，９

５０円とする。 

⑴ 研修費は、研修生１人当たり月額２０，５

７０円とする。 

⑵ 工芸館の展示室において展示を行う場合の

使用料は、次のとおりとする。 

⑵ 工芸館の展示室において展示を行う場合の

使用料は、次のとおりとする。 

展示室の種類 単位 金額 

ギャラリー１ ＜省略＞ 円 

６２０ 

ギャラリー２ ＜省略＞ ３，８７０ 

ギャラリー３ ＜省略＞ ３，３５０ 

ギャラリー４ ＜省略＞ １，６７０ 

ギャラリー５ ＜省略＞ ６，９１０ 
 

展示室の種類 単位 金額 

ギャラリー１ ＜省略＞ 円 

６１０ 

ギャラリー２ ＜省略＞ ３，８００ 

ギャラリー３ ＜省略＞ ３，２９０ 

ギャラリー４ ＜省略＞ １，６４０ 

ギャラリー５ ＜省略＞ ６，７８０ 
 

⑶ 工芸館の体験工房において作陶又は絵付け

の体験を行う場合の使用料は、作陶にあって

は１人当たり１回１，６７０円以内、絵付け

にあっては１人当たり１回５２０円以内にお

いて規則で定める額とする。 

⑶ 工芸館の体験工房において作陶又は絵付け

の体験を行う場合の使用料は、作陶にあって

は１人当たり１回１，６４０円以内、絵付け

にあっては１人当たり１回５１０円以内にお

いて規則で定める額とする。 

⑷及び⑸ ＜省略＞ ⑷及び⑸ ＜省略＞ 

２及び３ ＜省略＞ ２及び３ ＜省略＞ 
  

（瀬戸市デジタルリサーチパークセンター条例の一部改正）  

第７条 瀬戸市デジタルリサーチパークセンター条例（平成１５年瀬戸市

条例第１１号）の一部を次のように改正する。  

別表第１を次のように改める。  

別表第１（第７条関係）  

区分 金額 

9時～12 

時 

 

13時～17 

時 

18時～22 

時 

9時～17 

時 

13時～22 

時 

9時～22 

時 

22 時以降

（1 時間

につき） 

マルチメディア

電子会議室 

平日 円 

6,590 

円 

8,770 

円 

8,770 

円 

17,550 

円 

19,740 

円 

28,520 

円 

2,630 
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土曜日、日曜

日及び祝日 

7,250 9,650 9,650 19,310 21,720 31,380 2,900 

研修室１ 2,770 3,690 3,690 7,390 8,310 12,010 1,110 

研修室２ 4,500 6,000 6,000 12,000 13,500 19,500 1,800 

スタジオ１ 1,160 1,550 1,550 3,100 3,480 5,030 460 

スタジオ２ 2,830 3,790 3,790 7,580 8,530 12,330 1,140 

録音室 160 230 230 460 520 750 70 

インターネットコーナー 4,450 5,940 5,940 11,880 13,360 19,300 1,780 

会議室１ 430 580 580 1,150 1,300 1,870 170 

会議室２ 430 580 580 1,150 1,300 1,870 170 

 （パルティせと市民交流センター条例の一部改正） 

第８条 パルティせと市民交流センター条例（平成１６年瀬戸市条例第２

１号）の一部を次のように改正する。 

別表第２を次のように改める。  

別表第２（第７条関係）  

区分 

 

金額 

午前 午後 夜間 全日 繰上・延長時間 

9時～12

時 

13時～1

7時 

18時～2

1時30分 

9時～21

時30分 

8時30分

～9時 

12時～1

3時 

17時～1

8時 

21時 30分

以降 (1時

間につき) 

第１会議室 円 

1,460 

円 

2,200 

円 

2,820 

円 

5,550 

円 

410 

円 

520 

円 

730 

円 

830 

第２会議室 1,360 2,090 2,510 5,230 410 520 620 730 

大会議室 2,820 4,290 5,340 10,790 830 1,040 1,360 1,570 

マルチメディアルーム 5,860 8,800 11,100 22,310 1,780 2,200 3,030 3,350 

第１学習室 2,300 3,450 4,400 8,800 730 830 1,150 1,360 

第２学習室 2,300 3,450 4,400 8,800 730 830 1,150 1,360 

アリーナ 10,260 15,400 19,480 38,970 3,030 3,770 5,230 5,860 

フィットネスジム 210円／1回 

備考 ＜省略＞  
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 （瀬戸市地域交流センター条例の一部改正）  

第９条 瀬戸市地域交流センター条例（平成２２年瀬戸市条例第２８号）

の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

別表第２（第８条、第１８条関係） 

使用面積 使用時間１時間

ごとの単価（円） 

２０㎡未満 ２１０ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

４０㎡以上６０㎡未満 ６２０ 

６０㎡以上８０㎡未満 ８３０ 

８０㎡以上１００㎡未満 １，０４０ 

１００㎡以上１２０㎡未満 １，２５０ 

１２０㎡以上１４０㎡未満 １，４６０ 

１４０㎡以上１６０㎡未満 １，６７０ 

１６０㎡以上１８０㎡未満 １，８８０ 

１８０㎡以上 ２，０９０ 

備考 ＜省略＞ 

別表第２（第８条、第１８条関係） 

使用面積 使用時間１時間

ごとの単価（円） 

２０㎡未満 ２００ 

＜省略＞ ＜省略＞ 

４０㎡以上６０㎡未満 ６１０ 

６０㎡以上８０㎡未満 ８２０ 

８０㎡以上１００㎡未満 １，０２０ 

１００㎡以上１２０㎡未満 １，２３０ 

１２０㎡以上１４０㎡未満 １，４４０ 

１４０㎡以上１６０㎡未満 １，６４０ 

１６０㎡以上１８０㎡未満 １，８５０ 

１８０㎡以上 ２，０５０ 

備考 ＜省略＞ 
   

（瀬戸市宮前地下街使用条例の一部改正）  

第１０条  瀬戸市宮前地下街使用条例（昭和２６年瀬戸市条例第４９号）

の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

（使用料） （使用料） 

第３条 店舗の使用料は、１店舗につき月額１万 

４，３００円とする。 

第３条 店舗の使用料は、１店舗につき月額１万 

４，０４０円とする。 
  



 

１７ 

 

（瀬戸市春雨墓苑条例の一部改正）  

第１１条  瀬戸市春雨墓苑条例（昭和４５年瀬戸市条例第２０号）の一部

を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下  

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

（使用料） （使用料） 

第８条 ＜省略＞ 第８条 ＜省略＞ 

２ 使用料は、墓地永代使用料及び環境整備料と

し、その額は、使用の許可を受けた墓地の地積

に、墓地永代使用料にあっては１平方メートル

当たり２０万円以内、環境整備料にあっては１

平方メートル当たり３９６円以内において規則

で定める額を乗じて得た額（墓地永代使用料に

あっては１，０００円未満、環境整備料にあっ

ては１０円未満の端数があるときは、これを切

り捨てる。)とする。 

２ 使用料は、墓地永代使用料及び環境整備料と

し、その額は、使用の許可を受けた墓地の地積

に、墓地永代使用料にあっては１平方メートル

当たり２０万円以内、環境整備料にあっては１

平方メートル当たり３８８円以内において規則

で定める額を乗じて得た額（墓地永代使用料に

あっては１，０００円未満、環境整備料にあっ

ては１０円未満の端数があるときは、これを切

り捨てる。)とする。 
  

（瀬戸市斎苑条例の一部改正）  

第１２条  瀬戸市斎苑条例（平成８年瀬戸市条例第９号）の一部を次のよ

うに改正する。  

別表第２を次のように改める。  

別表第２  施設使用料（第７条関係）  

区分 金額 

市内在住者 市外在住者 

斎場 午前８時３０分から 

午後０時３０分まで 

円 

１２，８１０ 

円 

２５，６２０ 

午後０時３０分から 

午後４時３０分まで 

１２，８１０  ２５，６２０ 

午後４時３０分から 

翌日の午前８時３０分まで 

５１，２６０ １０２，５２０ 



 

１８ 

 

遺体安置室 ２４時間以内 １，０６０ ２，１２０ 

延長時間（１時間につき） １００  ２００ 

待合室 和室 １室につき３時間以内 ３，２００ ６，４００ 

洋室 １室につき３時間以内 ３，２００ ６，４００ 

備考 ＜省略＞  

（瀬戸市老人憩いの家の設置及び管理に関する条例の一部改正）  

第１３条  瀬戸市老人憩いの家の設置及び管理に関する条例（昭和４９年

瀬戸市条例第１２号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

別表（第１０条関係） 別表（第１０条関係） 

区分 単位 金額 

大広間 ＜省略＞ 円 

３，３００ 

会議室 ＜省略＞ １，１００ 

和室 ＜省略＞ １，１００ 

作業室 ＜省略＞ ２，２００ 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 
 

区分 単位 金額 

大広間 ＜省略＞ 円 

３，２４０ 

会議室 ＜省略＞ １，０８０ 

和室 ＜省略＞ １，０８０ 

作業室 ＜省略＞ ２，１６０ 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 
   

（瀬戸市立休日急病診療所条例の一部改正）  

第１４条  瀬戸市立休日急病診療所条例（平成２８年瀬戸市条例第２９号）

の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

（使用料等） （使用料等） 

第１０条 ＜省略＞ 第１０条 ＜省略＞ 



 

１９ 

 

２ 使用料の種類及び額は、次に掲げる各号の診

察に応じ、当該各号に掲げる額とする。ただし、

その額に１０円未満の端数があるときは、これ

を切り捨てる。 

２ 使用料の種類及び額は、次に掲げる各号の診

察に応じ、当該各号に掲げる額とする。ただし、

その額に１０円未満の端数があるときは、これ

を切り捨てる。 

⑴  ＜省略＞ ⑴  ＜省略＞ 

⑵ 前号の規定により使用料を算定する場合に

おいて、消費税法（昭和６３年法律第１０８

号）第６条第１項の規定により消費税を課さ

れないこととなる診療以外の診療 前号の規

定により算定した額に１００分の１１０を乗

じて得た額 

⑶ 自動車損害賠償保障法（昭和３０年法律第

９７号）の規定による損害賠償の対象となる

診療 健康保険法又は高齢者の医療の確保に

関する法律の規定により算定した額に１．５

を乗じた額に１００分の１１０を乗じて得た

額 

⑵ 前号の規定により使用料を算定する場合に

おいて、消費税法（昭和６３年法律第１０８

号）第６条第１項の規定により消費税を課さ

れないこととなる診療以外の診療 前号の規

定により算定した額に１００分の１０８を乗

じて得た額 

⑶ 自動車損害賠償保障法（昭和３０年法律第

９７号）の規定による損害賠償の対象となる

診療 健康保険法又は高齢者の医療の確保に

関する法律の規定により算定した額に１．５

を乗じた額に１００分の１０８を乗じて得た

額 

３から５まで ＜省略＞ ３から５まで ＜省略＞ 
   

別表を次のように改める。  

別表（第１０条関係）  

区分 単位 手数料の額 

普通診断書 １通につき １，６５０円 

死亡診断書 １通につき ３，３００円 

精密診断書 １通につき ３，３００円 

死体検案書 １通につき ３，３００円 

証

明

書 

医師以外によるもの １通につき １，１００円以内 

医師によるもので学校等提

出用のもの 

１通につき １，１００円以内 

医師によるもので学校等提

出用以外のもの 

１通につき １，６５０円 

（瀬戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正）  

第１５条  瀬戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和４７年瀬戸市



 

２０ 

 

条例第９号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

別表（第８条関係） 別表（第８条関係） 

種類 区分 金額 

し尿 定額制 １人につき月額 ４４０円 

１世帯につき月額 ３１４円 

従量制 ２０リットルにつき ２２５円 

臨時 １回につき ６５５円 

粗大

ごみ 

 １個につき ８４０円 

 

種類 区分 金額 

し尿 定額制 １人につき月額 ４３２円 

１世帯につき月額 ３０８円 

従量制 ２０リットルにつき ２２１円 

臨時 １回につき ６４３円 

粗大

ごみ 

 １個につき ８２０円 

 

備考 ＜省略＞ 備考 ＜省略＞ 
  

（瀬戸市道路占用料条例の一部改正）  

第１６条  瀬戸市道路占用料条例（昭和４８年瀬戸市条例第１９号）の一

部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

（占用料） （占用料） 

第４条 占用料は、別表のとおりとする。ただし、

占用の期間が１月未満の占用についての占用料

は、同表により算出した額に１００分の１１０

を乗じて得た額とする。 

２ ＜省略＞ 

第４条 占用料は、別表のとおりとする。ただし、

占用の期間が１月未満の占用についての占用料

は、同表により算出した額に１００分の１０８

を乗じて得た額とする。 

２ ＜省略＞ 
  

（瀬戸市公共用物の管理に関する条例の一部改正）  

第１７条  瀬戸市公共用物の管理に関する条例（平成５年瀬戸市条例第１

４号）の一部を次のように改正する。  



 

２１ 

 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

（占用料等の徴収） 

第７条 占用者等から、年度ごとに当該年度内に

おいて許可を受けた占用等の期間又は数量に応

じて、次に定めるところにより、土地占用料、 

流水占用料又は産出物採取料（以下「占用料等」

という。）を徴収する。 

⑴ 土地占用料は、別表第１により算出した額。

ただし、当該土地の占用の期間が１月未満の

場合は、同表により算出した額に１００分の

１１０を乗じて得た額 

⑵ 流水占用料は、別表第２により算出した額

に１００分の１１０を乗じて得た額 

⑶ 産出物採取料は、別表第３により算出した

額に１００分の１１０を乗じて得た額 

２ ＜省略＞ 

（占用料等の徴収） 

第７条 占用者等から、年度ごとに当該年度内に

おいて許可を受けた占用等の期間又は数量に応

じて、次に定めるところにより、土地占用料、 

流水占用料又は産出物採取料（以下「占用料等」

という。）を徴収する。 

⑴ 土地占用料は、別表第１により算出した額。

ただし、当該土地の占用の期間が１月未満の

場合は、同表により算出した額に１００分の

１０８を乗じて得た額 

⑵ 流水占用料は、別表第２により算出した額

に１００分の１０８を乗じて得た額 

⑶ 産出物採取料は、別表第３により算出した

額に１００分の１０８を乗じて得た額 

２ ＜省略＞ 

（瀬戸市河川管理条例の一部改正）  

第１８条  瀬戸市河川管理条例（平成１２年瀬戸市条例第１８号）の一部

を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

（流水占用料等の徴収） （流水占用料等の徴収） 

第５条 法第２３条から第２５条までの許可を受

けた者から、次に定める流水占用料、土地占用

料又は河川産出物採取料（以下「流水占用料等」

という。）の額を徴収する。 

⑴ 流水占用料は、別表第１により算出した額

に１００分の１１０を乗じて得た額 

第５条 法第２３条から第２５条までの許可を受

けた者から、次に定める流水占用料、土地占用

料又は河川産出物採取料（以下「流水占用料等」

という。）の額を徴収する。 

⑴ 流水占用料は、別表第１により算出した額

に１００分の１０８を乗じて得た額 



 

２２ 

 

。 。 ⑵ 土地占用料は、別表第２により算出した額

ただし、当該土地の占用の期間が１月未満の

場合は、同表により算出した額に１００分の

１１０を乗じて得た額 

⑶ 河川産出物採取料は、別表第３により算出

した額に１００分の１１０を乗じて得た額 

⑵ 土地占用料は、別表第２により算出した額

ただし、当該土地の占用の期間が１月未満の

場合は、同表により算出した額に１００分の

１０８を乗じて得た額 

⑶ 河川産出物採取料は、別表第３により算出

した額に１００分の１０８を乗じて得た額 
  

（瀬戸市都市公園条例の一部改正）  

第１９条  瀬戸市都市公園条例（昭和３９年瀬戸市条例第２３号）の一部

を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

別表第２（第１１条関係） 別表第２（第１１条関係） 

区分 金額 

（円） 

道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第３２

条第１項第１号及び第

２号に掲げる工作物又

は物件を設ける場合 

 

瀬戸市道路占用料条

例（昭和４８年瀬戸市

条例第１９号）第４条

の規定の例により算定

した額 

法第６条第１項若しく

は第３項の許可を受け 

て仮設工作物を設ける

場合又は第４条第１項 

若しくは第３項の許可

を受けて行為をする場

合 

８時３０分から１２時

３０分まで 

５５０ 

１２時３０分から１７

時まで 

５５０ 

１７時から２１時まで 

５５０ 

有料公園施設を使用す

る場合 

９時から１２時まで 

４４０ 

区分 

 

金額 

道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第３２

条第１項第１号及び第

２号に掲げる工作物又

は物件を設ける場合 

円 

瀬戸市道路占用料条

例（昭和４８年瀬戸市

条例第１９号）第４条

の規定の例により算定

した額 

法第６条第１項若しく

は第３項の許可を受け 

て仮設工作物を設ける

場合又は第４条第１項 

若しくは第３項の許可

を受けて行為をする場

合 

８時３０分から１２時

３０分まで 

５４０ 

１２時３０分から１７

時まで 

５４０ 

１７時から２１時まで 

５４０ 

有料公園施設を使用す

る場合 

９時から１２時まで 

４３０ 



 

２３ 

 

１３時から１６時３０

分まで 

４４０ 

１７時３０分から２１

時まで 

４４０ 
 

１３時から１６時３０

分まで 

４３０ 

１７時３０分から２１

時まで 

４３０ 
 

  

 （瀬戸市水道事業給水条例の一部改正）  

第２０条  瀬戸市水道事業給水条例（昭和３５年瀬戸市条例第８号）の一

部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

（加入分担金） （加入分担金） 

第９条の２ ＜省略＞ 

２ 加入分担金の額は、次の表の左欄に掲げる水

道メーターの口径の区分に対応する同表の右欄

に掲げる金額（給水装置の改造の工事に係る加

入分担金については、当該給水装置の改造後の

水道メーターの口径に対応する金額から当該給

水装置の改造前の水道メーターの口径に対応す

る金額を控除した後の額）とする。 

水道メーターの口径 加入分担金の額 

ミリメートル 円  

１３ ９６,８００ 

２０ ２２８,８００ 

２５ ３５７,５００ 

４０ ９１６,３００ 

５０ １,４３１,１００ 

７５ ３,２１９,７００ 

１００ ５,７２５,５００ 

１５０ １２,８８１,０００ 

３及び４ ＜省略＞ 

第９条の２ ＜省略＞ 

２ 加入分担金の額は、次の表の左欄に掲げる水

道メーターの口径の区分に対応する同表の右欄

に掲げる金額（給水装置の改造の工事に係る加

入分担金については、当該給水装置の改造後の

水道メーターの口径に対応する金額から当該給

水装置の改造前の水道メーターの口径に対応す

る金額を控除した後の額）とする。 

水道メーターの口径 加入分担金の額 

ミリメートル 円 

１３ ９５,０４０ 

２０ ２２４,６４０ 

２５ ３５１,０００ 

４０ ８９９,６４０ 

５０ １,４０５,０８０ 

７５ ３,１６１,１６０ 

１００ ５,６２１,４００ 

１５０ １２,６４６,８００ 

３及び４ ＜省略＞ 

http://sprb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://sprb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://sprb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://sprb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView


 

２４ 

 

） 

（料金） 

第３０条 料金は、給水料及びメーター使用料と

する。 

⑴ 給水料の額は、次の表に定めるところによ 

り算出した基本料金と超過料金の額にそれぞ 

れ１００分の１１０を乗じて得た額（１円未 

満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

を合算した額とする。 

＜省略＞ 

⑵ メーター使用料の額は、次の表に定めると

ころにより算出した額に１００分の１１０を

乗じて得た額（１円未満の端数があるときは、

これを切り捨てる。）とする。 

＜省略＞ 
 

（料金） 

第３０条 料金は、給水料及びメーター使用料と

する。 

⑴ 給水料の額は、次の表に定めるところによ

り算出した基本料金と超過料金の額にそれぞ

れ１００分の１０８を乗じて得た額（１円未

満の端数があるときは、これを切り捨てる。）

を合算した額とする。 

＜省略＞ 

⑵ メーター使用料の額は、次の表に定めると

ころにより算出した額に１００分の１０８を

乗じて得た額（１円未満の端数があるときは、

これを切り捨てる。）とする。 

＜省略＞ 
 

  

（瀬戸市下水道条例の一部改正）  

第２１条  瀬戸市下水道条例（昭和４５年瀬戸市条例第７号）の一部を次

のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

（使用料の額） （使用料の額） 

第１３条 使用料の額は、使用者が排除した汚水

の量（以下「排除汚水量」という。）に応じ、

次の表に定めるところにより算出した基本使用

料と超過使用料の額にそれぞれ１００分の１１

０を乗じて得た額（１円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てる。）を合算した額とする。 

＜省略＞ 
 

第１３条 使用料の額は、使用者が排除した汚水

の量（以下「排除汚水量」という。）に応じ、

次の表に定めるところにより算出した基本使用

料と超過使用料の額にそれぞれ１００分の１０

８を乗じて得た額（１円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てる。）を合算した額とする。 

＜省略＞ 
 

  

附 則 

（施行期日）  

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。  
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（経過措置）  

２ 第１条から第３条まで、第５条から第８条まで、第１０条、第１２条、

第１３条及び第１９条の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）以後に施設等の使用又は利用の許可を受けた者に係る使用料

又は利用料について適用し、施行日前に施設等の使用又は利用の許可を

受けた者に係る使用料又は利用料については、なお従前の例による。  

３ 第２０条の規定による改正後の瀬戸市水道事業給水条例（次項におい

て「改正後の条例」という。）第９条の２第２項の規定は、施行日以後

に給水装置の新設又は改造の工事について申込み及び承認がされたもの

に係る加入分担金について適用し、施行日前に給水装置の新設又は改造

の工事について申込み及び承認がされたものに係る加入分担金について

は、なお従前の例による。  

４ 改正後の条例第３０条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供

給している水道の使用で、施行日から令和元年１０月３１日までの間に

料金の支払を受ける権利が確定するもの（施行日以後初めて料金の支払

を受ける権利が確定する日が同月３１日後である水道の使用にあっては、

当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定す

る料金を前回確定日（その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日

をいい、当該確定した日がない場合には、水道の使用を開始した日をい

う。以下同じ。）から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定

する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月３１日まで

の期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。）

に係る料金ついては、なお従前の例による。  

５ 第２１条の規定による改正後の瀬戸市下水道条例の規定にかかわらず、

施行日前から継続して使用している公共下水道で、施行日から令和元年



 

２６ 

 

１０月３１日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するもの（施

行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月３１日後

である公共下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日

以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日（その直前

の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいい、当該確定した日がな

い場合には、公共下水道の使用を開始した日をいう。以下同じ。）から

施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の

月数で除し、これに前回確定日から同月３１日までの期間の月数を乗じ

て計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。）に係る使用料につ

いては、なお従前の例による。  

６ 前２項の月数は、暦に従って計算し、１月に満たない端数が生じたと

きは、これを１月とする。  

 

（理 由） 

この案を提出するのは、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本

的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律（平成２４年法

律第６８号）及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革

を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律（平成２４

年法律第６９号）の施行により、令和元年１０月１日から消費税率及び地

方消費税率を合わせた税率が８パーセントから１０パーセントに引き上げ

られることに伴い、瀬戸市財産条例、瀬戸市スポーツ施設条例、瀬戸市立

学校体育施設使用料条例、瀬戸市定光寺野外活動センター条例、尾張東部

（瀬戸）地域文化広場の管理に関する条例、瀬戸市新世紀工芸館条例、瀬

戸市デジタルリサーチパークセンター条例、パルティせと市民交流センタ

ー条例、瀬戸市地域交流センター条例、瀬戸市宮前地下街使用条例、瀬戸
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市春雨墓苑条例、瀬戸市斎苑条例、瀬戸市老人憩いの家の設置及び管理に

関する条例、瀬戸市立休日急病診療所条例、瀬戸市廃棄物の処理及び清掃

に関する条例、瀬戸市道路占用料条例、瀬戸市公共用物の管理に関する条

例、瀬戸市河川管理条例、瀬戸市都市公園条例、瀬戸市水道事業給水条例

及び瀬戸市下水道条例中所要の事項を改正するため必要があるからである。 
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元年市長提出第４号議案  

瀬戸市手数料徴収条例の一部改正について  

瀬戸市手数料徴収条例の一部を改正する条例を次のように定めるものと

する。  

令和元年６月１４日提出  

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市手数料徴収条例の一部を改正する条例  

瀬戸市手数料徴収条例（平成１２年瀬戸市条例第１２号）の一部を次の

ように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 

種類 金額 

＜省略＞ ＜省略＞ 

消防法第１１条第

１項前段の規定に

基づく浮き屋根式

特定屋外タンク貯

蔵所及び浮き蓋付

特定屋外タンク貯

蔵所設置許可手数

料 

危険物の貯蔵最大数量が１，

０００キロリットル以上５，

０００キロリットル未満のと

きは１件につき１，１８０，

０００円、５，０００キロリ

ットル以上１０，０００キロ

リットル未満のときは１件に

つき１，４１０，０００円、

１０，０００キロリットル以

上５０，０００キロリットル

未満のときは１件につき１，

５９０，０００円、５０，０

００キロリットル以上１００

，０００キロリットル未満の

別表（第２条関係） 

種類 金額 

＜省略＞ ＜省略＞ 

消防法第１１条第

１項前段の規定に

基づく浮き屋根式

特定屋外タンク貯

蔵所及び浮き蓋付

特定屋外タンク貯

蔵所設置許可手数

料 

危険物の貯蔵最大数量が１，

０００キロリットル以上５，

０００キロリットル未満のと

きは１件につき１，１８０，

０００円、５，０００キロリ

ットル以上１０，０００キロ

リットル未満のときは１件に

つき１，４１０，０００円、

１０，０００キロリットル以

上５０，０００キロリットル

未満のときは１件につき１，

５８０，０００円、５０，０

００キロリットル以上１００

，０００キロリットル未満の
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ときは１件につき１，９５０

，０００円、１００，０００

キロリットル以上２００，０

００キロリットル未満のとき

は１件につき２，２７０，０

００円、２００，０００キロ

リットル以上３００，０００

キロリットル未満のときは１

件につき４，５５０，０００

円、３００，０００キロリッ

トル以上４００，０００キロ

リットル未満のときは１件に

つき５，８２０，０００円、

４００，０００キロリットル

以上のときは１件につき７，

０７０，０００円 

＜省略＞ ＜省略＞ 

備考 ＜省略＞ 

ときは１件につき１，９４０

，０００円、１００，０００

キロリットル以上２００，０

００キロリットル未満のとき

は１件につき２，２６０，０

００円、２００，０００キロ

リットル以上３００，０００

キロリットル未満のときは１

件につき４，５５０，０００

円、３００，０００キロリッ

トル以上４００，０００キロ

リットル未満のときは１件に

つき５，８２０，０００円、

４００，０００キロリットル

以上のときは１件につき７，

０７０，０００円 

＜省略＞ ＜省略＞ 

備考 ＜省略＞ 
  

附 則 

（施行期日）  

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ この条例の施行の際、現に申請を受理しているものに係る手数料につ

いては、なお従前の例による。  

 

（理 由） 

この案を提出するのは、地方公共団体の手数料の標準に関する政令（平

成１２年政令第１６号）の一部改正に伴い、瀬戸市手数料徴収条例中所要

の事項を改正するため必要があるからである。  
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元年市長提出第５号議案  

瀬戸市火災予防条例の一部改正について  

瀬戸市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとす

る。 

令和元年６月１４日提出  

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市火災予防条例の一部を改正する条例  

瀬戸市火災予防条例（昭和３７年瀬戸市条例第１６号）の一部を次のよ

うに改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（設置の免除） （設置の免除） 

第２９条の５ 前３条の規定にかかわらず、次の各

号に掲げるときは、次の各号に定める設備の有効

範囲内の住宅の部分について住宅用防災警報器又

は住宅用防災報知設備（以下この章において「住

宅用防災警報器等」という。）を設置しないこと

ができる。 

第２９条の５ 前３条の規定にかかわらず、次の各

号に掲げるときは、次の各号に定める設備の有効

範囲内の住宅の部分について住宅用防災警報器又

は住宅用防災報知設備（以下この章において「住

宅用防災警報器等」という。）を設置しないこと

ができる。 

⑴ 第２９条の３第１項各号又は前条第１項に掲

げる住宅の部分にスプリンクラー設備（標示温

度が７５度以下で種別が一種の閉鎖型スプリン

クラーヘッドを備えているものに限る。）を令

第１２条に定める技術上の基準に従い、又は当

該技術上の基準の例により設置したとき。 

⑴ 第２９条の３第１項各号又は前条第１項に掲

げる住宅の部分にスプリンクラー設備（標示温

度が７５度以下で作動時間が６０秒以内の閉鎖

型スプリンクラーヘッドを備えているものに限

る。）を令第１２条に定める技術上の基準に従

い、又は当該技術上の基準の例により設置した

とき。 

⑵から⑸まで ＜省略＞ ⑵から⑸まで ＜省略＞ 

⑹ 第２９条の３第１項各号又は前条第１項に掲

げる住宅の部分に特定小規模施設用自動火災報

知設備を特定小規模施設における必要とされる
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防火安全性能を有する消防の用に供する設備等

に関する省令（平成２０年総務省令第１５６

号）第３条第２項及び第３項に定める技術上の

基準に従い、又は当該技術上の基準の例により

設置したとき。 

⑺ ＜省略＞ ⑹ ＜省略＞ 
  

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。  

 

（理 由） 

この案を提出するのは、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の

制定に関する基準を定める省令（平成１６年総務省令第１３８号）の一部

改正に伴い、瀬戸市火災予防条例中所要の事項を改正するため必要がある

からである。  
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元年市長提出第６号議案  

瀬戸市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について  

瀬戸市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定めるものとする。  

令和元年６月１４日提出  

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例  

瀬戸市災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和４９年瀬戸市条例第１３

号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（災害援護資金の限度額等） （災害援護資金の限度額等） 

第１３条 ＜省略＞ 

２ 災害援護資金の償還期間は、１０年とし、据

置期間は、そのうち３年(令第７条第２項に規

定する内閣総理大臣が被害の程度その他の事情

を勘案して定める場合は、５年)とする。 

第１３条 ＜省略＞ 

２ 災害援護資金の償還期間は、１０年とし、据

置期間は、そのうち３年(令第７条第２項に規

定する厚生大臣が被害の程度その他の事情を勘

案して定める場合は、５年)とする。 

（保証人及び利率） （利率） 

第１４条 災害援護資金の貸付けを受けようとす

る者は、保証人を立てることができる。 

２ 災害援護資金は、保証人を立てる場合は、無

利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間

中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を

延滞の場合を除き年１パーセントとする。 

３ 第１項の保証人は、災害援護資金の貸付けを

受けた者と連帯して債務を負担するものとし、

その保証債務は、令第９条の違約金を包含する

ものとする。 

第１４条 

 

災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、

据置期間経過後はその利率を延帯の場合を除き

年３パーセントとする。 

（償還等） （償還等） 
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第１５条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償

還又は月賦償還とする。 

第１５条 災害援護資金は、半年賦償還とする。 

２ ＜省略＞ 

３ 災害援護資金の貸付けに関する償還免除、一

時償還、違約金及び償還金の支払猶予について

は、法第１３条第１項及び令第８条から第１１

条までの規定によるものとする。 

２ ＜省略＞ 

３ 災害援護資金の貸付けに関する償還免除、保

証人、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予

については、法第１３条第１項及び令第８条か

ら第１２条までの規定によるものとする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。  

 

（理 由） 

この案を提出するのは、災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和４８年

法律第８２号）の一部改正等に伴い、瀬戸市災害弔慰金の支給等に関する

条例中所要の事項を改正するため必要があるからである。  

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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元年市長提出第７号議案  

瀬戸市附属機関設置条例の一部改正について  

瀬戸市附属機関設置条例の一部を改正する条例を次のように定めるもの

とする。  

  令和元年６月１４日提出 

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市附属機関設置条例の一部を改正する条例  

瀬戸市附属機関設置条例（平成２５年瀬戸市条例第１７号）の一部を次

のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

別表（第２条、第３条、第４条関係） 

執行

機関 

附属機関 担任事務 委員の 

定数 

市長 ＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 

瀬戸市高齢者

福祉計画・介

護保険事業計

画策定委員会 

＜省略＞ ＜省略＞ 

瀬戸市高齢者

福祉計画・介

護保険事業計

画評価委員会 

瀬戸市高齢者

福祉計画及び

瀬戸市介護保

険事業計画の

評価及び進行

管理並びに施

策の方向性の

審議に関する

事務 

５人以内 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 

別表（第２条、第３条、第４条関係） 

執行

機関 

附属機関 担任事務 委員の 

定数 

市長 ＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 

瀬戸市高齢者

福祉計画・介

護保険事業計

画策定委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜省略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜省略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 
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＜省略＞ 
 

＜省略＞ 
 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。  

 

（理 由） 

この案を提出するのは、瀬戸市高齢者福祉計画及び瀬戸市介護保険事業

計画を適切に評価するため、瀬戸市高齢者福祉計画・介護保険事業計画評

価委員会を設置するに当たり、瀬戸市附属機関設置条例中所要の事項を改

正するため必要があるからである。  
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元年市長提出第８号議案 

瀬戸市介護保険条例の一部改正について  

瀬戸市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとす

る。 

令和元年６月１４日提出  

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市介護保険条例の一部を改正する条例  

 瀬戸市介護保険条例（平成１２年瀬戸市条例第１６号）の一部を次のよ

うに改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

（保険料率） （保険料率） 

第３条 ＜省略＞ 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者について

の保険料の減額賦課に係る令和元年度及び令和

２年度における保険料率は、同号の規定にかか

わらず、年額２１，９４６円とする。 

第３条 ＜省略＞ 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者について

の保険料の減額賦課に係る平成３０年度から平

成３２年度までの各年度における保険料率は、

同号の規定にかかわらず、年額２７，０１０円

とする。 

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号

被保険者についての保険料の減額賦課に係る令

和元年度及び令和２年度における保険料率につ

いて準用する。この場合において、前項中「２

１，９４６円」とあるのは、「３３，４２５円

」と読み替えるものとする。 

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第１

号被保険者についての保険料の減額賦課に係る

令和元年度及び令和２年度における保険料率に

ついて準用する。この場合において、第２項中

「２１，９４６円」とあるのは、「４８，９５
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５円」と読み替えるものとする。 

５ 前各項に定める保険料率により算定した当該

年度における保険料の額に１００円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てる。 

 

３ 前２項に定める保険料率により算定した当該

年度における保険料の額に１００円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てる。 

  附 則 

（施行期日）  

１ この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の瀬戸市介

護保険条例（以下「新条例」という。）の規定は、平成３１年４月１日

から適用する。  

（経過措置）  

２ 新条例の規定は、令和元年度分の保険料から適用し、平成３０年度以

前の年度分の保険料については、なお従前の例による。  

 

（理 由） 

この案を提出するのは、介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２

号）の一部改正に伴い、瀬戸市介護保険条例中所要の事項を改正するため

必要があるからである。  
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元年市長提出第９号議案  

瀬戸市児童遊園設置条例の一部改正について  

瀬戸市児童遊園設置条例の一部を改正する条例を次のように定めるもの

とする。  

令和元年６月１４日提出 

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市児童遊園設置条例の一部を改正する条例  

瀬戸市児童遊園設置条例（昭和４５年瀬戸市条例第２１号）の一部を次

のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

名称 位置 

＜省略＞ ＜省略＞ 

中品野児童遊園 瀬戸市井山町２２番地 

＜省略＞ ＜省略＞ 
 

名称 位置 

＜省略＞ ＜省略＞ 

中品野児童遊園 瀬戸市井山町２２番地 

祖母懐児童遊園 瀬戸市上ノ切町４３番地 

＜省略＞ ＜省略＞ 
 

附 則 

この条例は、令和元年９月１日から施行する。  

 

（理 由） 

この案を提出するのは、瀬戸市立にじの丘小学校及び瀬戸市立にじの丘

中学校（にじの丘学園）に通学する児童生徒用のバス停留所を設置するこ

とに伴い、祖母懐児童遊園を廃止するため必要があるからである。  
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元年市長提出第１０号議案  

瀬戸市青少年問題協議会設置条例の廃止について  

瀬戸市青少年問題協議会設置条例を廃止する条例を次のように定めるも

のとする。  

令和元年６月１４日提出 

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市青少年問題協議会設置条例を廃止する条例  

瀬戸市青少年問題協議会設置条例（昭和３０年瀬戸市条例第２９号）は、

廃止する。 

   附  則 

 この条例は、公布の日から施行する。  

 

（理 由） 

この案を提出するのは、子ども総合計画を策定するに当たり、昨今の子

ども・若者をめぐる環境の変化を考慮し、社会生活を円滑に営む上での困

難を有する子ども・若者に対する支援を総合的かつ効果的に実施するため、

地方青少年問題協議会法（昭和２８年法律第８３号）第１条の規定に基づ

き設置した瀬戸市青少年問題協議会に替わる新たな支援の枠組みとして、

子ども・若者育成支援推進法（平成２１年法律第７１号）第１９条第１項

の規定に基づく瀬戸市子ども・若者支援地域協議会を設置することに伴い、

瀬戸市青少年問題協議会設置条例を廃止するため必要があるからである。  
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元年市長提出第１１号議案  

東山小学校大規模改修（建築）工事請負契約の締結について  

本市が、東山小学校大規模改修（建築）工事を施工するに当たり、次の

内容により工事請負契約を締結するものとする。  

令和元年６月１４日提出  

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

１ 契 約 金 額  １９７，６７０，０００円  

２ 工 事 場 所  瀬戸市東山町７１番  

３ 契 約 方 法  制限付き一般競争入札  

４ 工 事 内 容   

⑴ 工事建物  

校舎 鉄筋コンクリート造４階建て  

延床面積  ５,０７６平方メートル  

⑵ 工事概要 

外壁改修工事  

内装及び建具改修工事外 

５ 工   期  令和元年７月８日から令和３年１月５日まで  

６ 契約の相手方   瀬戸市共栄通７丁目１６番地  

      沢田建設株式会社  

          代表取締役 澤田武憲  

 

 （理 由） 

 この案を提出するのは、東山小学校大規模改修（建築）工事の請負契約

を締結するに当たり、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例（昭和５２年瀬戸市条例第１号）第２条の規定により、議会
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の議決を求めるため必要があるからである。  
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元年市長提出第１２号議案 

   瀬戸市立にじの丘小学校及び瀬戸市立にじの丘中学校用備品一式の

買入れについて 

本市は、次の内容により瀬戸市立にじの丘小学校及び瀬戸市立にじの

丘中学校用備品一式を買い入れるものとする。  

  令和元年６月１４日提出 

瀬戸市長  伊 藤 保 德 

１ 買入物件   瀬戸市立にじの丘小学校及び瀬戸市立にじの丘中学校

（にじの丘学園）用備品一式 

２ 品名及び   下駄箱始め１３０件  

 件  数   

３ 契約方法  指名競争入札 

４ 買入価額  ９２，４００，０００円  

５ 買 入 先  小牧市新町一丁目４０番地 

        有限会社富田文溪堂  

        代表取締役 冨田正仁 

 

 （理 由） 

 この案を提出するのは、瀬戸市立にじの丘小学校及び瀬戸市立にじの丘

中学校（にじの丘学園）用備品一式の買入れに当たり、議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和５２年瀬戸市条例第

１号）第３条の規定により、議会の議決を求めるため必要があるからであ

る。 
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22 

参考 

瀬戸市立にじの丘小学校及び瀬戸市立にじの丘中学校用備品一式 

 
番号 

（件数） 
品名 個数 設置場所 

1 下駄箱（20人用） 30 玄関 

2 下駄箱（16人用） 28 玄関 

3 傘立（生徒用） 30  玄関 

4 会議机 4  多目的活動室 

5 会議椅子 12  多目的活動室 

6 事務机（片袖机） 1  多目的活動室 

7 事務椅子 1  多目的活動室 

8 3枚引戸キャビネット 1  多目的活動室 

9 シングルベース 1  多目的活動室 

10 案内板 3  多目的活動室 

11 校長机 2  校長室 

12 校長椅子 2  校長室 

13 応接セット(アームチェアー） 4  校長室 

14 応接セット（ソファー） 2  校長室 

15 応接テーブル 2  校長室 

16 事務机（片袖机） 74  職員室・保健室 

17 事務机（片袖机） 2  職員室(校長用) 

18 事務机（両袖机） 5  職員室（役職者用） 

19 脇デスク 4  職員室 

20 ファイルワゴン（デスクターナー） 81  職員室 

21 事務椅子  81  職員室・保健室 
 

テーブル 3  職員室 
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23 椅子 12  職員室 

24 窓下収納 22  職員室 

25 3枚引戸キャビネット  12  職員室 

26 ベース 12  職員室 

27 天板 12  職員室 

28 テンキー式学籍簿耐火金庫 3  職員室 

29 窓下戸棚(オープン) 1  印刷室 

30 収納棚（キャビネット） 1  印刷室 

31 収納棚（オープン） 1  印刷室 

32 ベース 1  印刷室 

33 作業台 1  印刷室 

34 食器棚 1  給湯室 

35 教職員用更衣ロッカー 24  更衣室 

36 事務机（片袖机） 2  事務室 

37 事務椅子  2  事務室 

38 3枚引戸キャビネット 4  事務室 

39 3枚引戸キャビネット（ガラス戸） 2  事務室 

40 オープン三段 2  事務室 

41 シングルベース 4  事務室 

42 教卓・木製 39  
教室（普通教室・特別支援教室・音

楽室・生活科室・多目的室） 

43 事務机（片袖机） 37  
教室（普通教室・特別支援教室・生

活科室・多目的室） 

44 事務椅子  37  
教室（普通教室・特別支援教室・生

活科室・多目的室） 

45 時計・電波修正機能付 75  
教室（普通教室・特別支援教室・生

活科室・多目的室ほか18教室） 

46 配膳台 32  
教室（普通教室・特別支援教室・職

員室） 

47 テーブル  8  相談室1～8 

48 椅子 32  相談室1～8 



４５  

 

49 テーブル 6  特別活動室1 

50 椅子 18  特別活動室1 

51 テーブル 6  特別活動室2 

52 椅子 18  特別活動室2 

53 テーブル 6  多目的室6 

54 椅子 18  多目的室6 

55 テーブル 2  教育相談室1 

56 椅子 4  教育相談室1 

57 テーブル 2  教育相談室2 

58 椅子 4  教育相談室2 

59 折りたたみチェア用台車 17  体育館倉庫 

60 折りたたみテーブル用台車 2  体育館倉庫 

61 折りたたみチェア 600  体育館倉庫 

62 折りたたみテーブル棚付 20  体育館倉庫 

63 PCテーブル 10  多目的室1 

64 PC椅子 40  多目的室1 

65 CAIデスク 教師用 1  多目的室1 

66 プリンターデスク 1  多目的室1 

67 事務椅子  1  多目的室1 

68 会議机 20  多目的室2・3 

69 会議椅子 60  多目的室2・3 

70 テーブル 9  オープンスペース 

71 椅子 36  オープンスペース 

72 教師用収納棚 42  普通教室・特別支援教室 

73 黒板ふきクリーナー 33  普通教室・生活科室・多目的室 

74 保管庫 19  書類保管庫 

75 教師用図工室机 1  図工室 
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76 生徒用図工室机 9  図工室 

77 図工室椅子 40  図工室 

78 図工室机 40  美術室 

79 図工室椅子 40  美術室 

80 被服実習台（教師用） 1  被服室 

81 被服実習台（生徒用） 9  被服室 

82 被服室椅子 41  被服室 

83 調理室椅子 41  調理室 

84 作業台椅子 2  被服室・調理準備室 

85 収納棚（大） 3  被服室・調理準備室 

86 収納棚（小） 1  被服室・調理準備室 

87 理科室椅子 86  理科室1・2・理科準備室 

88 収納棚（大） 6  理科準備室 

89 技術室椅子 41  技術室（金工木工室） 

90 オープン棚 2  音楽室1 

91 オープン棚 2  音楽室2 

92 ロッカー(3列4段） 13  プール更衣室 

93 シューズボックス  2  プール更衣室 

94 乾熱滅菌器 2  保健室 

95 診察用寝台 2  保健室 

96 ワンタッチベットスリム 1  保健室 

97 保健室用会議机 2  保健室 

98 リフレッシュチェア 10  保健室 

99 脚治療用踏台 2  保健室 

100 視力検査器 1  保健室 

101 伸縮式つい立て 4 保健室 

102 引き違い書庫 スチール戸 8  教材室1・3・5・7 



４７  

 

103 引き違い書庫 ガラス戸 8  教材室1・3・5・7 

104 引き違い書庫用ベース 8  教材室1・3・5・7 

105 軽量棚 8  教材室1・3・5・7 

106 画用紙整理棚 2  教材室1・3・5・7のうち2教室 

107 引き違い書庫 スチール戸 4  教材室2・6 

108 引き違い書庫 ガラス戸 4  教材室2・6 

109 引き違い書庫用ベース 4  教材室2・6 

110 軽量棚 4  教材室2・6 

111 画用紙整理棚 1  教材室2・6のうち1教室 

112 引き違い書庫 スチール戸 2  教材室4・8 

113 引き違い書庫 ガラス戸 2  教材室4・8 

114 引き違い書庫用ベース 2  教材室4・8 

115 軽量棚 4  教材室4・8 

116 画用紙整理棚 1  教材室4・8のうち1教室 

117 引き違い書庫 スチール戸 1  教材室9 

118 引き違い書庫 ガラス戸 1  教材室9 

119 引き違い書庫用ベース 1  教材室9 

120 軽量棚 1  教材室9 

121 傘立（教師用） 2  玄関 

122 傘立（地域連携用） 1  玄関 

123 傘立（体育館用） 2  玄関 

124 スリッパ 400 体育館 

125 演台 キャスター付 1  体育館 

126 花台 2  体育館 

127 テント 4  外倉庫 

128 サッカーゴールオールアルミ 1  運動場 

129 百葉箱 1  運動場 



４８  

 

130 ホワイトボード 可動式 4  特別支援教室 

 



４９ 

 

元年市長提出第１３号議案  

瀬戸蔵条例の一部改正について  

瀬戸蔵条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。  

令和元年６月１４日提出  

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸蔵条例の一部を改正する条例  

瀬戸蔵条例（平成１６年瀬戸市条例第２０号）の一部を次のように改正

する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（指定管理者が行う業務） （指定管理者が行う業務） 

第２０条 ＜省略＞ 第２０条 ＜省略＞ 

２ 前条の規定により、指定管理者に管理を行わ 

せる場合において、第５条（見出しを含

む。）、第６条（見出しを含む。）、第１０

条、第１１条（見出しを含む。）及び第１２条

（見出しを含む。）の規定中「使用」とあるの

は「利用」と、「市長」とあるのは「指定管理

者」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、

「目的外使用等」とあるのは「目的外利用等」

と、「使用料」とあるのは「利用料」と読み替

え、第１８条の規定中「使用者」とあるのは

「利用者」と読み替えるものとする。 

 

（利用料）  

第２１条 市長は、適当と認めるときは、指定管

理者に瀬戸蔵の利用に係る料金（第１５条に規

定する駐車場使用料を除く。以下「利用料」と

いう。）を当該指定管理者の収入として収受さ

せることができる。 

 



５０ 

 

。 

２ 利用料の額は、第７条の規定により算出した

額を超えない範囲内において、あらかじめ指定

管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

その額を変更する場合も同様とする。 

 

３ 指定管理者は、前項の承認を得たときは、そ 

の旨及び利用料の額を公表しなければならない 

 

４ 第７条から第９条までの規定は、第１項の規

定により指定管理者の収入として収受させる利

用料に準用する。この場合において、第７条

（見出しを含む。）及び第８条（見出しを含

む。）中「使用料」とあるのは「利用料」と、

「使用」とあるのは「利用」と、「使用者」と

あるのは「利用者」と、「施設等使用料」とあ

るのは「施設等利用料」と、「施設使用料」と

あるのは「施設利用料」と、「附属設備使用

料」とあるのは「附属設備利用料」と、「市

長」とあるのは「指定管理者」と読み替え、第

９条（見出しを含む。）中「使用料」とあるの

は「利用料」と、「市長は、公益上その他特に

必要があると認めるときは、」を「指定管理者

は、市長が定める基準に従い、」に読み替える

ものとする。 

 

（委任） （委任） 

第２２条 ＜省略＞ 第２１条 ＜省略＞ 

（罰則） （罰則） 

第２３条 市長は、第１６条の規定に違反した者 

に対しては、５万円以下の過料に処することが

できる。 

第２２条 市長は、第１６条の規定に違反した者

に対しては、５万円以下の過料を科すことがで

きる。 

別表第２を次のように改める。  

別表第２（第７条関係）

区分 金額 

午前 午後 夜間 全日 繰上・延長時間 

9時～12

時 

13時～1

7時 

18時～2

1時30分 

9時～21

時30分 

8時30分

～9時 

12時～1

3時 

17時～1

8時 

21時30

分以降



５２ 

 

(1時間

につき) 

ホ

ー

ル 

つ

ば

き

ホ

ー

ル 

舞台練習及

び催物準備

のため使用

する場合 

平日 円 

3,240 

円 

4,920 

円 

6,180 

円 

12,360 

円 

940 

円 

1,250 

円 

1,670 

円 

1,880 

土曜日、日曜

日及び祝日 

3,870 5,860 7,330 14,770 1,150 1,460 1,990 2,200 

その他の場

合 

平日 10,680 16,020 20,320 40,540 ― 3,980 5,440 6,070 

土曜日、日曜

日及び祝日 

12,780 19,170 24,300 48,610 ― 

 

4,810 6,490 7,330 

楽屋１ 1,040 1,570 1,990 3,980 310 410 520 620 

楽屋２ 1,040 1,570 1,990 3,980 310 410 520 620 

リハーサル室 1,250 1,880 2,410 4,810 410 520 620 730 

市民ギャラリー 1,670 2,510 3,140 6,390 520 620 830 940 

多

目

的

ホ

ー

ル 

全面 8,590 12,880 16,340 32,680 2,610 3,240 4,400 4,920 

Ａ面 3,350 5,020 6,390 12,780 1,040 1,250 1,670 1,880 

Ｂ面 3,350 5,020 6,390 12,780 1,040 1,250 1,670 1,880 

Ｃ面 3,350 5,020 6,390 12,780 1,040 1,250 1,670 1,880 

会

議

室 

特別会議室 2,820 4,290 5,340 10,790 830 1,040 1,460 1,570 

会議室１ 1,040 1,570 1,990 3,980 310 410 520 620 

会議室２ 1,040 1,570 1,990 3,980 310 410 520 620 

会議室３ 1,040 1,570 1,990 3,980 310 410 520 620 

会議室４ 1,460 2,200 2,820 5,550 410 520 730 830 

会議室５ 1,460 2,200 2,820 5,550 410 520 730 830 

備考 ＜省略＞  

附 則 

 （施行期日）  

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第２２条の改

正規定（「を科すこと」を「に処すること」に改める部分に限る。）は

公布の日から、別表第２の改正規定は令和元年１０月１日から施行する。 

 （経過措置）  

５１  



 

２ 改正後の別表第２の規定は、令和元年１０月１日以後に施設等の使用

の許可を受けた者に係る使用料について適用し、同日前に施設等の使用

の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。  

 

 （理 由） 

 この案を提出するのは、施設の利便性及び利用者サービスの向上を図る

ため、施設等の利用料金を指定管理者に収受させることができるようにす

ること並びに社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行

うための消費税法の一部を改正する等の法律（平成２４年法律第６８号）

及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための

地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律（平成２４年法律第６９

号）の施行により、令和元年１０月１日から消費税率及び地方消費税率を

合わせた税率が８パーセントから１０パーセントに引き上げられること等

に伴い、瀬戸蔵条例中所要の事項を改正するため必要があるからである。  

５２  



５３ 

 

元年市長提出第１４号議案  

瀬戸蔵ミュージアムの設置及び管理に関する条例の一部改正につ

いて 

瀬戸蔵ミュージアムの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

を次のように定めるものとする。  

令和元年６月１４日提出  

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸蔵ミュージアムの設置及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例  

瀬戸蔵ミュージアムの設置及び管理に関する条例（昭和５０年瀬戸市条

例第１０号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（開館時間）  （開館時間） 

第５条 ミュージアムの開館時間は、午前９時か

ら午後５時までとする。ただし、市長が特に必

要と認める場合は、これを変更することができ

る。 

第５条 ミュージアムの開館時間は、午前９時か

ら午後６時までとする。ただし、市長が特に必

要と認める場合は、これを変更することができ

る。 

別表（第７条関係） 

施設 区分 入館料の額 

１回券（１人に

つき） 

１年券（１

人につき） 

 個人 ２０人

以上の

団体 

瀬戸

蔵ミ

ュー

一般 円 

５２０ 

円 

４１０ 

円 

１，５７０ 

大 学 ３１０ ２５０ ９４０ 

別表（第６条関係） 

施設 区分 入館料の額 

１回券（１人に

つき） 

１年券（１

人につき） 

 個人 ２０人

以上の

団体 

瀬戸

蔵ミ

ュー

一般 円 

５００ 

円 

４００ 

円 

１，５００ 

大 学 ３００ ２４０ ９００ 



５４ 

 

ジア

ム 

生 又

は 高

校生 

６ ５

歳 以

上 の

者 

３１０ ２５０ ９４０ 

備考 ＜省略＞ 

ジア

ム 

生 又

は 高

校生 

６ ５

歳 以

上 の

者 

３００ ２４０ ９００ 

備考 ＜省略＞ 
  

附 則 

 （施行期日）  

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、別表の改正規

定(「第６条関係」を「第７条関係」に改める部分に限る。)の改正規定

は公布の日から、同表の改正規定（「第６条関係」を「第７条関係」に

改める部分を除く。）は令和元年１０月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ 改正後の別表（「第６条関係」を「第７条関係」に改める改正規定を

除く。）の規定は、令和元年１０月１日以後に納付される入館料につい

て適用し、同日前に納付される入館料については、なお従前の例による。  

 

（理 由） 

この案を提出するのは、効率的な施設運営を行うため、施設の開館時間

を変更すること並びに社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な

改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律（平成２４年法律第

６８号）及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行

うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律（平成２４年法

律第６９号）の施行により、令和元年１０月１日から消費税率及び地方消

費税率を合わせた税率が８パーセントから１０パーセントに引き上げられ



５５ 

 

ること等に伴い、瀬戸蔵ミュージアムの設置及び管理に関する条例中所要

の事項を改正するため必要があるからである。  

 



５６ 

 

元年市長提出第１５号議案  

瀬戸市文化ホール天井及び外壁改修（建築）工事請負契約の締結

について  

本市が、瀬戸市文化ホール天井及び外壁改修（建築）工事を施工するに

当たり、次の内容により工事請負契約を締結するものとする。  

令和元年６月１４日提出  

瀬戸市長  伊 藤 保 德 

１ 契 約 金 額  ４５４，８５０，０００円  

２ 工 事 場 所  瀬戸市西茨町１１３番地の３  

３ 契 約 方 法  制限付き一般競争入札  

４ 工 事 内 容   

⑴ 工事建物  

文化ホール 鉄骨鉄筋コンクリート造地下１階地上３階建て  

延床面積  ６,５９２平方メートル  

 ⑵ 工事概要  

天井改修工事  

外壁改修工事  

５ 工   期  令和元年７月８日から令和２年３月１３日まで  

６ 契約の相手方   名古屋市守山区大森一丁目２７０１番地 

          株式会社宇佐美組名古屋支店  

          支店長 岡本泰紀  

 

 （理 由） 

 この案を提出するのは、瀬戸市文化ホール天井及び外壁改修（建築）工

事の請負契約を締結するに当たり、議会の議決に付すべき契約及び財産の



５７ 

 

取得又は処分に関する条例（昭和５２年瀬戸市条例第１号）第２条の規定

により、議会の議決を求めるため必要があるからである。  



５８ 

 

元年市長提出第１６号議案 

   市道路線の認定について  

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定に基づき、市

道の路線を次のように認定することについて、同条第２項の規定により、

議会の議決を求める。 

  令和元年６月１４日提出 

瀬戸市長 伊 藤 保 德 

路線番号 路 線 名 
起 点 

終 点 

０８２７３ 東山４４号線 
東山町１丁目９１番１地先  

東山町１丁目８２番６０地先  

１２５０４ 坂上１１号線 
坂上町１９５番１地先 

坂上町１７９番７地先 

 



認定路線図 

 

東山 44 号線 

凡 例 

起点   

終点  

 

５
９

 



認定路線図 

 

坂上 11 号線 

凡 例 

起点   

終点  

 

６
０

 



６１ 

 

元年市長提出第１７号議案 

   グレーチング跳ね上げによる車両損傷事故に係る損害賠償の額の決

定及び和解について 

 本市が当事者であるグレーチング跳ね上げによる車両損傷事故につい

て、次によりその損害賠償の額を決定し、和解するものとする。  

  令和元年６月１４日提出 

瀬戸市長 伊 藤 保 德 

１ 事故の概要 

  平成３１年２月２０日菱野台４丁目地内において、相手方普通乗用自

動車が店舗に入る際、市道八幡線の側溝のグレーチングが跳ね上がり、

当該車両が損傷した物損事故  

２ 損傷の状況 

  車両の車体底部オイルパン関連部品の損傷  

３ 損害賠償の額 

  １，３８７，９９８円（車両損害料及び代車費用）  

４ 和解の要旨 

⑴ 本市は、和解の相手方に対し、本件に係る損害賠償として上記３の

金額１，３８７，９９８円を和解成立後３０日以内に相手方の指定す

る方法で支払う。  

⑵ 本市が上記⑴の義務を履行したときは、本件は、全て解決されたも

のとし、本市と和解の相手方の間には、他に何らの債権債務のないこ

とを相互に確認するものとする。  

 

 （理 由） 

 この案を提出するのは、本市が当事者であるグレーチング跳ね上げによ



６２ 

 

る車両損傷事故に係る損害賠償の額を決定し、和解するに当たり、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号及び第１３号の

規定に基づき、議会の議決を求めるため必要があるからである。  


